
 

第９回都幾川村・玉川村合併協議会が開催されます。 

第９回都幾川村・玉川村合併協議会 

日 時：平成１７年１２月２日（金） 

     午後２時から 

場 所：玉川村文化センター（アスピアたまがわ） ２階会議室 

 

※傍聴については事務局へお問い合わせください。 

日時・場所については、都合により変更になる場合があります。 

なお、傍聴定員は原則３０名以内で開催いたしますので、ご協力をお願いいたします。 

発行 ◆都幾川村・玉川村合併協議会事務局◆ 

〒３５５－０３９６ 比企郡都幾川村大字桃木３２番地 

TEL ０９０－４３７４－５１６５ 

    ０９０－８６４５－４３６１ 

ホームページ http://www.tokitama.jp 

埼玉県小川警察署（交通課）
〒３５５－０３２１
比企郡小川町大字小川３３４
TEL０４９３－７４－０１１０

旅券（パスポート）
旅券（パス
ポート）所持
者

住所変更の手続は必要ありません。
最終ページの「所持人記入欄」の現
住所等はご自身で訂正いただいて結
構です。ただし、他のページに書き込
みをすると旅券（パスポート）が無効と
なりますのでご注意ください。

埼玉県パスポートセンター川越支所
〒３５０－１１２２
川越市脇田町１０５　アトレ７F
TEL０４９－２２９－１５２０

旅券（パスポート）
旅券（パス
ポート）申請
者

件　　名 該当者 手続方法等

住所変更の手続は必要ありません。

埼玉県小川警察署（生活安全課）
〒３５５－０３２１
比企郡小川町大字小川３３４
TEL０４９３－７４－０１１０

銃砲刀剣類所持許
可証

銃砲刀剣類
所持者

旅券（パスポート）発給申請のために
申請時6か月以内に取得した住民票､
戸籍謄本（抄本）は合併前のものでも
使用できますので、再度取得する必
要はありません。

お問い合わせ

通行禁止道路通行
許可証

許可証等の
交付を受け
ている方

猟銃・空気銃所持
許可証

許可証をお
持ちの方

許可証等の
交付を受け
ている方

埼玉県小川警察署（交通課）
〒３５５－０３２１
比企郡小川町大字小川３３４
TEL０４９３－７４－０１１０

住所変更の手続は必要ありません。

住所変更の手続は必要ありません。

猟銃用火薬類等譲
受許可証

猟銃等所持
者

駐車許可証
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